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パーキングパーミット制度（補足）

１ 制度の違い

⑴ Ａ方式（一般的な方法）

・ 利用証の交付を受けた者だけが専用区画を利用できる。（利用証の

無い者は、明らかな対象者でも利用できない。）

⇒ 「不適正利用の抑制」を重視。

⑵ Ｂ方式（茨城県、那覇市、浦添市）

・ 利用証の交付を受けた者は、障害者等用駐車場の利用が証明される。

（利用証の無い者でも、明らかな対象者は利用できる。）

⇒ 「外見から障害等が分からない方の利用促進」、「利用者等の負担

軽減」を重視。

行政
（都道府県、市町村）

歩行が困難な人
（障害のある人、高齢者、妊
産婦、けが人など）

協力施設
（官公庁、商業施設など）

申請

利用証交付

協力依頼

専用区画の提供

専用区画の利用

歩行が困難な人
（障害のある人、高齢者、
妊産婦、けが人など）

行政
（都道府県、市町村）

申請

利用証交付

障害者等用駐車場（車いすマーク等の標識のある区画）が利用可能になる。
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２ 制度の比較

Ａ方式 Ｂ方式

制度概要 施設管理者と協定を締結 協定なし

駐車区画は、協定を締結した 障害者等用駐車場（車いすマ

施設の専用区画のみ ーク等）の全てが対象区画

利用証所持者のみが利用可能 利用証所持者以外でも制度対

象であれば利用可能

導入効果 制度対象者が明確 ある程度明確

など

不適正利用を抑制 ある程度抑制

施設管理者が不適正利用者を ある程度根拠となる

注意する際の根拠となる （声掛けによる確認が必要）

ダブルスペースの設置によ 車いす使用者が利用しづらく

り、車いす使用者にも配慮さ なる可能性がある

れている

外見から障害等が分からない Ａ方式と同じ

方が利用しやすくなる

明らかな制度対象者（車いす 必ずとも申請を必要としない

利用者等）でも申請が必須

施設管理者の負担が大きい 負担をある程度軽減

（区画の確保、表示）
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